
■
沖

縄
各

療
法

の
充

実
と

チ
ー

ム
医

療
の

推
進

活
動

結
果

(ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

)
初

期
ア

ウ
ト

カ
ム

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
目

標
ア

ウ
ト

カ
ム

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
も

た
ら

す
活

動
の

内
容

ア
ウ

ト
カ

ム
を

も
た

ら
す

た
め

に
期

待
さ

れ
る

活
動

の
結

果
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

達
成

に
資

す
る

初
期

的
な

変
化

目
標

ア
ウ

ト
カ

ム
に

資
す

る
中

間
的

な
変

化
達

成
す

べ
き

目
標

(あ
る

べ
き

姿
)

1
診

断
精

度
の

向
上

??

2
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

が
行

わ
れ

る
体

制
を

整
備

す
る

た
め

に
：

（
１

）
緩

和
ケ

ア
研

修
会

を
行

う
（
２

）
患

者
必

携
の

配
布

患
者

全
員

に
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
が

行
わ

れ
る

3
セ

カ
ン

ド
・
オ

ピ
ニ

オ
ン

が
適

切
に

受
け

ら
れ

る
体

制
を

整
備

す
る

た
め

に
：

（
１

）
緩

和
ケ

ア
研

修
会

を
行

う
（
２

）
患

者
必

携
の

配
布

患
者

全
員

が
セ

カ
ン

ド
・
オ

ピ
ニ

オ
ン

を
い

つ
で

も
適

切
に

受
け

ら
れ

る

4
標

準
治

療
の

推
進

の
た

め
に

：
（
１

）
医

療
者

必
携

を
作

成
す

る
（
２

）
研

修
会

を
お

こ
な

う
（
３

）
Q

I測
定

を
お

こ
な

う

全
医

師
が

標
準

治
療

の
重

要
性

を
認

識
す

る
Q

Iに
よ

っ
て

標
準

治
療

の
順

守
率

7
0
％

に
な

る
Q

Iに
よ

っ
て

標
準

治
療

の
順

守
率

1
0
0
％

に
な

る

5
放

射
線

療
法

の
推

進
の

た
め

に
研

修
会

を
お

こ
な

う
す

べ
て

の
医

師
が

放
射

線
治

療
の

適
用

に
つ

い
て

の
理

解
を

深
め

て
、

適
切

な
時

期
に

オ
ー

ダ
ー

が
出

せ
る

よ
う

に
な

る

①
専

門
医

が
増

え
る

1
3
施

設
／

2
5
施

設
②

が
ん

患
者

全
体

に
お

け
る

放
射

線
治

療
の

試
行

率
が

3
0
％

に
な

る

指
標

（
１

）
Q

Iの
測

定
（
２

）
D

P
C

（
３

）
レ

セ
プ

ト

測
定

方
法

ア
ン

ケ
ー

ト

①
専

門
医

が
増

え
る

2
5
施

設
／

2
5
施

設
②

が
ん

患
者

全
体

に
お

け
る

放
射

線
治

療
の

試
行

率
が

5
0
％

に
な

る

指
標

（
１

）
Q

Iの
測

定
（
２

）
D

P
C

（
３

）
レ

セ
プ

ト

測
定

方
法

ア
ン

ケ
ー

ト

6
化

学
療

法
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
レ

ジ
メ

ン
登

録
審

査
管

理
を

推
進

す
る （
２

）
外

来
化

学
療

法
室

の
充

実
を

図
る

（
１

）
レ

ジ
メ

ン
登

録
審

査
管

理
が

進
む

（
２

）
外

来
化

学
療

法
室

の
整

備
が

進
む

（
１

）
登

録
が

1
0
0％

に
な

る
（
２

）
審

査
・
管

理
が

3
0
％

に
な

る
指

標
（
１

）
専

門
施

設
が

増
え

る
1
3
施

設
/
2
5
施

設 （
２

）
専

門
医

が
増

え
る

　
1
3
人

/
2
5
施

設
測

定
方

法

（
１

）
1
0
0
％

（
２

）
9
0
％

に
な

る

（
１

）
2
5
/
2
5
施

設
に

な
る

（
２

）
2
5
/
2
5
施

設
に

な
る

7
手

術
療

法
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
質

の
高

い
周

術
期

管
理

体
制

を
整

備
す

る
（
２

）
術

中
迅

速
病

理
診

断
な

ど
手

術
療

法
の

方
針

を
決

定
す

る

（
１

）
と

（
２

）
そ

れ
ぞ

れ
が

充
実

し
、

手
術

療
法

の
推

進
が

お
こ

な
わ

れ
る

指
標

（
１

）
他

職
種

が
入

っ
た

周
術

期
の

管
理

体
制

が
整

備
さ

れ
た

病
院

が
増

え
る

1
3
/
2
5

施
設

（
２

）
で

き
て

な
い

と
こ

ろ
が

出
来

る
2
5
/
2
5

施
設

測
定

方
法

（
１

）
2
5
/
2
5
施

設
に

な
る

8
チ

ー
ム

医
療

の
推

進
チ

ー
ム

医
療

に
よ

り
す

べ
て

の
患

者
に

質
の

高
い

全
人

的
医

療
が

提
供

さ
れ

患
者

す
べ

て
の

が
ん

拠
点

病
院

、
支

援
病

院
に

が
ん

腫
毎

に
チ

ム
を

結
成

し
チ

す
べ

て
の

医
療

機
関

で
チ

ー
ム

医
療

を
提

供
す

る

住
ん

で
い

る
地

域
に

関
わ

ら
ず

標
準

的
な

治
療

を
受

け
ら

れ
る

。
【
目

標
】

①
標

準
治

療
を

行
え

る
。

患
者

に
対

し
て

１
０

０
％

標
準

治
療

を
行

っ
て

い
る

。
②

臨
床

試
験

や
治

験
を

希
望

す
る

患
者

に
対

し
て

１
０

０
％

対
応

し
て

い
る

。
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
及

び
、

セ
カ

ン
ド

・
オ

ピ
ニ

オ
ン

が
行

わ
れ

た
率

が
、

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果

、
5
0
％

に
な

る

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

及
び

、
セ

カ
ン

ド
・
オ

ピ
ニ

オ
ン

が
行

わ
れ

た
率

が
、

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

結
果

、
9
0
％

に
な

る

資
料

１
０

－

1
0
-
1
：
各

療
法

の
充

実
と

チ
ー

ム
医

療
の

推
進

.x
ls

/
 2

. 
戦

略
的

ロ
ジ

ッ
ク

を
組

み
立

て
る

の
高

い
全

人
的

医
療

が
提

供
さ

れ
、

患
者

満
足

度
が

向
上

す
る

に
が

ん
腫

毎
に

チ
ー

ム
を

結
成

し
、

チ
ー

ム
医

療
を

提
供

す
る

提
供

す
る

9
臨

床
試

験
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
拠

点
病

院
に

お
い

て
臨

床
試

験
が

出
来

る
病

院
を

増
や

す
（
２

）
疾

患
の

数
を

増
や

す
（
３

）
臨

床
試

験
を

増
や

す
（
４

）
第

１
相

試
験

が
出

来
る

よ
う

に
す

る

（
１

）
代

表
的

が
ん

種
に

お
い

て
、

す
べ

て
の

拠
点

病
院

で
臨

床
試

験
が

行
え

る
よ

う
に

な
る

（
２

）
主

要
な

疾
患

に
お

い
て

す
べ

て
臨

床
試

験
が

行
え

る
。

そ
の

他
の

4
0
種

類
の

が
ん

に
お

い
て

臨
床

を
行

え
る

（
３

）
40

種
類

の
う

ち
約

2
0
種

類
に

つ
い

て
臨

床
試

験
が

行
え

る
（
４

）
沖

縄
県

で
代

表
的

な
が

ん
種

１
種

に
つ

い
て

3
つ

行
う

指
標

（
１

）
3
施

設
/
5
施

設
（
3
拠

点
病

院
＋

2
支

援
病

院
）

（
２

）
4
0
種

類
/
4
0種

類
（
３

）
4
0
種

類
が

10
0
種

類
に

増
え

る

測
定

方
法

ア
ン

ケ
ー

ト

指
標

（
１

）
5
施

設
/
5
施

設
（
3
拠

点
病

院
＋

2
支

援
病

院
）

測
定

方
法

ア
ン

ケ
ー

ト

10
治

験
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
拠

点
病

院
に

お
い

て
地

検
が

出
来

る
病

院
を

増
や

す
（
２

）
疾

患
の

数
を

増
や

す
（
３

）
臨

床
試

験
を

増
や

す
（
４

）
第

４
相

試
験

が
出

来
る

よ
う

に
す

る

（
１

）
代

表
的

が
ん

種
に

お
い

て
、

す
べ

て
の

拠
点

病
院

で
治

験
が

行
え

る
よ

う
に

な
る （
２

）
主

要
な

疾
患

に
お

い
て

す
べ

て
治

験
が

行
え

る
。

そ
の

他
の

5
種

類
/
40

種
類

の
が

ん
に

お
い

て
臨

床
を

行
え

る
（
３

）
10

種
類

の
う

ち
約

2
0
種

類
に

つ
い

て
臨

床
試

験
が

行
え

る
（
４

）
沖

縄
県

で
代

表
的

な
が

ん
種

１
種

に

（
１

）
1
施

設
/
3
施

設
（
２

）
主

要
な

疾
患

に
お

い
て

す
べ

て
治

験
が

行
え

る
。

そ
の

他
の

1
0
種

類
/
4
0
種

類
の

が
ん

に
お

い
て

臨
床

を
行

え
る

（
３

）
2
0
種

類
/
2
0種

類
に

つ
い

て
臨

床
試

験
が

行
え

る

（
１

）
3
施

設
/
3
施

設

11
医

療
の

質
と

安
全

の
た

め
に

管
理

委
員

会
を

充
実

さ
せ

る
1
0
施

設
／

2
5
施

設
の

管
理

委
員

会
が

充
実

し
て

活
動

し
て

い
る

2
5
 施

設
／

2
5
施

設
の

管
理

委
員

会
が

充
実

し
て

活
動

し
て

い
る

12
院

内
・
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
を

運
用

す
る

た
め

に
；

（
１

）
パ

ス
を

運
用

す
る

病
院

の
数

が
増

え
る （
２

）
疾

患
を

増
や

す
（
３

）
数

を
増

や
す

院
内

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

パ
ス

が
運

用
さ

れ
る

（
１

）
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
を

運
用

し
て

い
る

病
院

の
数

が
1
5施

設
／

2
5
施

設
に

な
る

（
２

）
疾

患
の

数
が

1
0
種

類
／

4
0
種

類
に

な
る

（
３

）
数

が
4
0
種

類
に

な
る

（
４

）
委

員
会

が
15

施
設

／
2
5
施

設
に

増

（
１

）
2
5
/
2
5
施

設
に

な
る

（
２

）
2
0
/
4
0
種

類
に

な
る

（
３

）
1
0
0
種

類
に

な
る

（
４

）
2
5
/
2
5
施

設
に

増
え

る

13
正

規
の

キ
ャ

ン
サ

ー
ボ

ー
ド

を
お

こ
な

い
、

公
開

す
る

施
設

を
増

や
す

正
規

の
キ

ャ
ン

サ
ー

ボ
ー

ド
が

設
置

さ
れ

行
わ

れ
る

（
１

）
2
5
施

設
中

10
施

設
が

正
規

の
キ

ャ
ン

サ
ー

ボ
ー

ド
お

こ
な

い
（
２

）
2
5
施

設
中

3施
設

が
そ

の
内

容
の

公
開

を
お

こ
な

う

（
１

）
2
5
施

設
中

2
5
施

設
が

正
規

の
キ

ャ
ン

サ
ー

ボ
ー

ド
お

こ
な

い
（
２

）
2
5
施

設
中

1
0
施

設
が

そ
の

内
容

の
公

開
を

お
こ

な
う

14
口

腔
ケ

ア
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
ア

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
を

す
る

（
２

）
地

域
連

携
パ

ス
の

作
成

を
す

る
（
３

）
推

進
の

た
め

の
委

員
会

を
発

足
す

る

口
腔

ケ
ア

の
推

進
が

お
こ

な
わ

れ
る

（
１

）
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
1
0
施

設
/
2
5
施

設
に

お
い

て
完

成
す

る
（
２

）
地

域
連

携
パ

ス
が

1
0
施

設
/
2
5
施

設
に

お
い

て
完

成
す

る
（
３

）
推

進
委

員
会

が
1
0
施

設
/
2
5
施

設
に

お
い

て
発

足
す

る

2
5
施

設
す

べ
て

に
お

い
て

、
（
１

）
～

（
３

）
が

出
来

て
い

る

15
栄

養
管

理
の

推
進

の
た

め
に

；
（
１

）
チ

ー
ム

を
作

る
（
２

）
県

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
す

る

栄
養

管
理

の
推

進
が

お
こ

な
わ

れ
る

（
１

）
チ

ー
ム

の
あ

る
病

院
が

1
5
/
2
5
施

設
に

増
え

る
（
２

）
県

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
作

成
さ

れ
、

1
5
/
2
5
施

設
で

運
用

さ
れ

る

（
１

）
チ

ー
ム

の
あ

る
病

院
が

2
5
/
2
5
施

設
に

増
え

る
（
２

）
県

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
作

成
さ

れ
、

2
5
/
2
5
施

設
で

運
用

が
始

ま
る

16
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
推

進
の

た
め

に
；

（
１

）
リ

ハ
ビ

リ
を

し
て

い
る

病
院

が
増

え
る

（
２

）
紹

介
患

者
を

増
や

し
、

地
域

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

推
進

が
お

こ
な

わ
れ

る
（
１

）
（
２

）
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

利
用

し
て

い
る

一
般

患
者

が
5
0％

増
え

る

（
１

）
（
２

）
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

利
用

し
て

い
る

一
般

患
者

が
1
0
0
%
に

な
る
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法

の
充

実
と

チ
ー

ム
医

療
の

推
進

.x
ls

/
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戦

略
的

ロ
ジ

ッ
ク

を
組

み
立

て
る

1
0
-
1
：
各

療
法

の
充

実
と

チ
ー

ム
医

療
の

推
進

.x
ls

/
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. 
戦

略
的

ロ
ジ

ッ
ク

を
組

み
立

て
る



■
沖

縄
医

療
従

事
者

の
育

成

項
目

活
動

結
果

(ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

)
初

期
ア

ウ
ト

カ
ム

中
間

ア
ウ

ト
カ

ム
目

標
ア

ウ
ト

カ
ム

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

を
も

た
ら

す
活

動
の

内
容

ア
ウ

ト
カ

ム
を

も
た

ら
す

た
め

に
期

待
さ

れ
る

活
動

の
結

果
中

間
ア

ウ
ト

カ
ム

達
成

に
資

す
る

初
期

的
な

変
化

目
標

ア
ウ

ト
カ

ム
に

資
す

る
中

間
的

な
変

化
達

成
す

べ
き

目
標

(あ
る

べ
き

姿
)

1
人

材
育

成
の

中
期

的
な

評
価

と
管

理
を

す
る

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を

お
こ

な
う

た
め

に
下

記
を

調
査

分
析

す
る

委
員

会
を

つ
く
り

調
査

を
開

始
す

る
①

疾
病

構
造

の
変

化
②

人
口

の
変

化
③

医
療

者
数

の
変

化

必
要

な
人

材
の

数
を

割
り

出
す

2
手

術
療

法
①

手
術

療
法

に
携

わ
る

外
科

系
医

師
②

麻
酔

科
医

師
③

看
護

師

①
手

術
・
化

学
療

養
・
放

射
線

療
法

に
特

化
し

た
看

護
師

の
必

要
性

に
関

す
る

調
査

の
実

施
②

認
定

看
護

師
を

希
望

す
る

看
護

師
の

募
集

と
人

選
③

が
ん

専
門

看
護

師
・
リ

エ
ゾ

ン
精

神
専

門
看

護
師

の
育

成
④

が
ん

専
門

薬
剤

師
の

育
成

⑤
全

て
の

が
ん

拠
点

病
院

、
支

援
病

院
に

消
化

器
外

科
専

門
医

、
呼

吸
器

外
科

専
門

医
、

乳
腺

専
門

医
を

配
置

す
る

。

①
認

定
看

護
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

②
専

門
看

護
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
生

度
、

職
位

の
保

証
）

全
て

の
医

療
機

関
で

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
基

づ
い

た
標

準
的

手
術

療
法

が
行

え
る

。

①
専

門
医

が
○

○
名

　
　

　
　

　
指

導
医

が
○

○
名

②
専

門
医

が
○

○
名

　
　

　
　

指
導

医
が

○
○

名
③

認
定

ナ
ー

ス
○

○
名

①
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
に

最
低

２
名

は
手

術
看

護
認

定
看

護
師

が
い

る
。

（
２

０
１

２
年

沖
縄

０
人

）
②

拠
点

病
院

に
最

低
２

名
の

専
門

看
護

師
が

い
る

。

①
専

門
医

が
○

○
名

　
　

　
　

　
指

導
医

が
○

○
名

②
専

門
医

が
○

○
名

　
　

　
　

指
導

医
が

○
○

名
③

認
定

ナ
ー

ス
○

○
名

①
拠

点
病

院
以

外
の

が
ん

医
療

施
設

に
最

低
２

名
の

手
術

看
護

認
定

看
護

師
が

い
る

。
②

拠
点

病
院

に
最

低
４

名
の

手
術

看
護

認
定

看
護

師
が

い
る

。

3
化

学
療

法
①

専
門

医
②

専
門

医
以

外
の

医
師

③
薬

剤
師

④
看

護
師

⑤
歯

科
医

師

①
全

て
の

が
ん

拠
点

病
院

に
腫

瘍
内

科
医

を
配

置
す

る
。

②
が

ん
薬

物
療

法
に

携
わ

る
全

て
の

医
師

が
、

が
ん

治
療

認
定

医
の

資
格

を
取

る
。

化
学

療
法

が
的

確
に

お
こ

な
え

る
医

師
が

増
え

る

①
認

定
看

護
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

②
専

門
看

護
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

③
が

ん
専

門
薬

剤
師

、
が

ん
薬

物
療

法
認

定
薬

剤
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

①
専

門
医

が
○

○
名

②
専

門
以

外
の

医
師

が
○

○
名

③
認

定
薬

剤
師

が
○

○
名

　
専

門
薬

剤
師

が
○

○
名

④
専

門
ナ

ー
ス

○
○

名
⑤

口
腔

ケ
ア

担
当

歯
科

医
師

○
○

名
①

が
ん

診
療

連
携

拠
点

病
院

に
最

低
４

名
の

が
ん

化
学

療
法

認
定

看
護

師
が

い
る

【
２

０
１

２
年

沖
縄

３
名

）
②

拠
点

病
院

に
最

低
２

名
の

専
門

看
護

師
が

い
る

。
③

が
ん

専
門

薬
剤

師
が

、
が

ん
医

療
機

関
に

最
低

１
名

は
い

る
。

④
が

ん
薬

物
療

法
認

定
看

護
師

が
最

低
２

名
は

い
る

。

①
専

門
医

が
○

○
名

②
専

門
以

外
の

医
師

が
○

○
名

③
認

定
薬

剤
師

が
○

○
名

　
専

門
薬

剤
師

が
○

○
名

④
専

門
ナ

ー
ス

○
○

名
⑤

口
腔

ケ
ア

担
当

歯
科

医
師

○
○

名
①

拠
点

病
院

以
外

の
が

ん
医

療
施

設
に

最
低

３
名

の
が

ん
化

学
療

法
認

定
看

護
師

が
い

る
。

②
拠

点
病

院
に

最
低

６
名

の
が

ん
化

学
療

法
認

定
看

護
師

が
い

る
。

③
が

ん
専

門
、

が
ん

薬
物

療
法

認
定

薬
剤

師
が

、
が

ん
医

療
機

関
に

最
低

５
名

は
い

る
。

④
評

価
は

外
来

患
者

の
増

加
。

4
放

射
線

療
法

①
専

門
医

②
専

門
以

外
の

医
師

③
医

学
物

理
士

④
放

射
線

品
質

管
理

士

①
全

て
の

が
ん

拠
点

病
院

、
支

援
病

院
に

放
射

線
治

療
専

門
医

を
配

置
す

る
。

②
が

ん
治

療
に

携
わ

る
全

て
の

医
師

を
対

象
と

し
た

放
射

線
治

療
に

関
す

る
研

修
会

を
開

催
す

る
。

①
北

部
地

域
で

の
放

射
線

治
療

が
可

能
と

な
る

。
②

疾
患

に
対

し
て

的
確

な
時

期
に

紹
介

で
き

る
医

師
が

ふ
え

る
③

資
格

を
持

っ
た

医
学

物
理

士
が

放
射

線
治

療
が

出
来

る
病

院
に

1
人

以
上

い
る ④

資
格

を
持

っ
た

放
射

線
品

質
管

理
士

が
放

射
線

治
療

が
出

来
る

病
院

に
1
人

以
上

い
る

①
認

定
看

護
師

の
育

成
事

業
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

②
専

門
看

護
師

の
育

成
支

援
（
学

費
奨

学
制

度
、

職
位

の
保

証
）

①
専

門
医

・
指

導
医

が
○

○
名

①
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
に

最
低

２
名

の
が

ん
放

射
線

療
法

認
定

看
護

師
が

い
る

。
（
２

０
１

２
年

沖
縄

０
人

）
②

拠
点

病
院

に
最

低
２

名
の

専
門

看
護

師
が

い
る

。

5
緩

和
ケ

ア
（
緩

和
ケ

ア
の

セ
ク

シ
ョ

ン
で

お
こ

な
う

）
①

専
門

医
②

す
べ

て
の

医
師

が
緩

和
ケ

ア
研

修

①
専

門
医

○
○

名
　

指
導

医
○

○
名

①
専

門
医

○
○

名
　

指
導

医
○

○
名

②
専

門
施

設
（
2
5
施

設
）
す

べ
て

の
医

住
ん

で
い

る
地

域
に

関
わ

ら
ず

標
準

的
な 治

療
を

受
け

ら
れ

る
。

【
目

標
】

①
が

ん
診

療
連

携
拠

点
病

院
に

、
細

胞
検

査
士

や
が

ん
の

検
査

に
関

与
す

る
臨

床
検

査
技

師
が

5
名

以
上

い
る

②
病

院
や

検
査

セ
ン

タ
ー

な
ど

の
医

療
施

設
に

、
細

胞
検

査
士

や
が

ん
に

関
与

す
る

臨
床

検
査

技
師

が
2
名

以
上

い
る

③
が

ん
検

査
に

関
与

す
る

研
修

会
を

開
催

・
講

演
で

き
る

細
胞

検
査

士
や

が
ん

に
関

与
す

る
臨

床
検

査
技

師
が

2
0
名

以
上

い
る

④
一

般
向

け
に

、
子

宮
が

ん
や

乳
が

ん
な

ど
の

啓
発

活
動

を
主

催
と

な
っ

て
、

定
期

的
に

開
催

し
て

い
く

⑤
細

胞
検

査
士

が
7
0
名

以
上

い
る

（
現

在
6
0
名

）
⑥

手
術

、
化

学
療

法
、

放
射

線
療

法
の

看
護

に
お

い
て

各
拠

点
病

院
が

県
内

の
研

修
施

設
と

な
る

。
⑦

認
定

看
護

師
教

育
機

関
を

沖
縄

県
内

で
の

設
置

（
例

：
琉

大
病

院
）

⑧
拠

点
病

院
、

が
ん

医
療

機
関

に
が

ん
専

門
看

護
師

が
最

低
２

名
は

い
る

。
⑨

が
ん

看
護

に
関

す
る

研
修

会
を

企
画

・
運

営
す

る
指

導
看

護
師

が
１

０
名

以
上

い
る

。
⑩

が
ん

専
門

、
が

ん
薬

物
療

法
認

定
薬

剤
師

が
主

導
と

な
り

、
化

学
療

法
に

関
す

る
研

修
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
⑪

地
域

別
に

必
要

な
人

材
を

確
保

し
適

切
な

が
ん

に
関

わ
る

医
療

を
提

供
す

る
。

⑫
が

ん
の

手
術

に
関

わ
る

全
て

の
ス

タ
ッ

フ
を

適
正

に
配

置
し

、
患

者
と

一
体

と
な

っ
た

が
ん

診
療

を
達

成
す

る
。

⑬
化

学
療

法
に

携
わ

る
医

療
関

係
者

と
栄

養
士

等
に

よ
る

包
括

的
な

が
ん

患
者

の
ケ

ア
を

達
成

す
る

。
⑭

拠
点

病
院

で
求

め
ら

れ
る

放
射

線
治

療
を

安
全

に
遂

行
し

、
長

期
的

な
フ

ォ
ロ

ー
の

出
来

る
体

制
を

構
築

す
る

。

各
市

町
村

で
が

ん
予

防
に

関
す

る
相

談
事

業
や

啓
も

う
活

動
が

定
期

的
に

行
え

る
。

各
行

政
機

関
で

担
当

職
員

を
中

心
に

す
べ

て
の

職
員

に
が

ん
予

防
へ

の
認

識
を

普
及

さ
せ

る
。

資
料

１
０

－
２

②
非

専
門

医
③

薬
剤

師
④

看
護

師
⑤

心
理

士

会
を

修
了

し
て

い
る

①
オ

ン
コ

ロ
ジ

ー
医

師
、

サ
イ

コ
オ

ン
コ

ロ
ジ

ー
医

師
の

育
成

③
認

定
薬

剤
師

○
○

名
　

専
門

薬
剤

師
○

○
名

④
認

定
看

護
師

○
○

名
⑤

拠
点

病
院

お
よ

び
支

援
病

院
に

心
理

士
が

配
置

さ
れ

て
い

る
　

6
施

設
①

拠
点

病
院

、
ホ

ス
ピ

ス
病

棟
に

最
低

２
名

の
オ

ン
コ

ロ
ジ

ー
、

サ
イ

コ
オ

ン
コ

ロ
ジ

ー
医

師
が

常
勤

す
る

。

師
が

緩
和

ケ
ア

研
修

会
を

修
了

し
て

い
る ③

認
定

薬
剤

師
○

○
名

　
専

門
薬

剤
師

○
○

名
④

認
定

看
護

師
○

○
名

⑤
拠

点
病

院
、

支
援

病
院

、
そ

の
他

が
ん

診
療

を
行

っ
て

い
る

主
要

病
院

に
心

理
士

が
配

置
さ

れ
て

い
る

　
2
5
施

設
/
2
5
施

設

6
相

談
業

務
の

推
進

の
た

め
に

人
材

育
成

を
お

こ
な

う
①

Ｍ
Ｓ

Ｗ
を

増
や

す
②

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
を

増
や

す

①
6
施

設
/
2
5
施

設
に

常
勤

の
M

S
W

が
複

数
い

る
②

6
施

設
/
2
5
施

設
に

常
勤

の
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

が
複

数
い

る

①
2
5
施

設
/
2
5
施

設
に

常
勤

の
M

S
W

が
複

数
い

る
2
5
6
施

設
/
2
5
施

設
に

常
勤

の
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

が
複

数
い

る

7
予

防
事

業
に

携
わ

る
人

材
育

成
①

す
べ

て
の

市
町

村
に

お
い

て
予

防
事

業
に

携
わ

る
人

材
を

育
成

す
る

②
研

修
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■沖縄
(3) 地域の医療・介護サービス提供体制の構築

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム（１～２年後） 中間アウトカム（３～４年後） 目標アウトカム（５年後）
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活動の

結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

拠点病院・
支援病院・
その他の医
療施設

がん地域連携クリティカルパスを拡大
し、運用数を増やす。

居住する地域で診療を受けられる患者が
増加し、拠点病院の集中化が解消され
る。

県 ホスピス・緩和ケア病棟までの中間施設
を設置する。

ホスピス・緩和ケア病棟への入院待ち患
者の解消。

県 ホスピス・緩和ケア病棟の偏在を解消す
る。

ホスピス・緩和ケア病棟が不足する、中部
地区・北部地区・離島地区にホスピス・緩
和ケア病棟が設置される。

県／医師会 各地区医師会に在宅医療ネットワークを
構築する（浦添市医師会モデル）。

在宅主治医を紹介するとともに、質の高
い在宅医療をがん患者に提供することが
出来る。

拠点病院・
支援病院・
その他の医
療施設

人材育成（連携コーディネーターなど） がん地域連携が円滑に行われる。 【目標】
拠点病院および支援病院に連携コーディ
ネーターを１名配置する。
【指標】
連携コーディネーターの数
【計測方法】
職員調査

【目標】
専門的ながん診療施設に連携コーディネー
ターを１名配置する。
【指標】
連携コーディネーターの数
【計測方法】
職員調査

※緩和・在宅は緩和部会で行う。

【目標】
質の高いがん医療が切れ目なく
行われている。
【指標】
がん地域連携クリティカルパス適
用数
【計測方法】
各施設からの届け出

【目標】
県全体でがん地域連携クリティカルパ適用数
200例
【指標】
がん地域連携クリティカルパス適用数
【計測方法】
各施設からの届け出

【目標】
県全体でがん地域連携クリティカルパ適用
数
400例
【指標】
がん地域連携クリティカルパス適用数
【計測方法】
各施設からの届け出

10-3：沖縄_地域連携体制構築.xls/ 2. 戦略的ロジックを組み立てる 

資料１０－３



■沖縄
(2) がんと診断された時からの緩和ケアの推進

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

県はホスピス病床数の増加と適正な
配置を行う。
県民意識調査を行い緩和ケアに関す
る理解度を調査する。
県民に対し緩和ケアに関する情報提
供を行う。

意識調査（リビングウィル） ネットワークの構築 在宅にいる終末期がん患者の希望す
る療養場所を提供できる体制が整っ
ている。
（どの施設でも痛みが取れて麻薬が
使える。）

【指標】
患者、家族満足度
　
【目標】
○年６０％
○年９０％

パンフレット
25年3月までに　主治医経由配布率
50%
30年3月までに　同　90%

【計測方法】
患者満足度調査

講演会
二次医療圏ごと年1回開催
参加者計　500人

情報内容の充実
25年3月までに、HPで発信する

患者、家族、一般が緩和ケアについて
認知している　??

【指標】

【目標】

【計測方法】

市町村は住民に対し、リビングウィル
の意識調査を行う。

資料６
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緩和ケア研修会
25年3月までに受講者数　180人増加
30年3月までに同　630人増加

フォローアップ研修会
25年3月までに受講者数　30人増加
30年3月までに　同　180人増加

二次医療圏毎に定期的に緩和ケアカ
ンファレンスを開催する
医療者
①除痛率を計る

苦痛のスクリーニングがされている。
患者家族、遺族がいつでもカウンセリ
ングを受けられる。

②緩和ケアチームへの依頼件数・内
容を調査する
③患者や家族、遺族に対して満足度
調査を行う。

除痛率の患者満足度調査を行い
一般公表する。

25年3月までに　30%増える
30年3月までに　5倍になる

拠点病院は医療提供者に対する、緩
和ケア研修会を行う。また、未修了者
への受講勧奨、受講者へのフォロー
アップ研修も行う

質の高い緩和ケアが提供されている。
【指標】

【目標】

【計測方法】

患者、家族の苦痛を緩和できる質の
高い緩和医療の提供。

【指標①】
除痛率

【目標】
○年　６０％
○年　９０％

【計測方法】

【指標②】
患者、家族の「痛み」に対応する満足
度が高い
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■沖縄
(5)ドラッグラグ/デバイスラグの解消

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム（１～２年後） 中間アウトカム（３～４年後） 目標アウトカム（５年後）
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

新薬や新しい治療に関する情報提供
体制を構築する。

がん診療を行っているすべての施設
が、新薬や新しい治療に関する情報
にアクセスできる。

研究者やCRC(臨床研究コーディネー
ター)などの人材育成を行う。

質の高い臨床研究が推進できる。

【目標】
がん診療を行っているすべての施設
において、新薬や先進医療が迅速か
つ適切に実施される。
【指標】
情報サイトのアクセス数・施設登録数
【計測方法】
アクセス数・施設登録数のカウント

【目標】
情報サイトのアクセス数・施設登録数
増加
【指標】
情報サイトのアクセス数・施設登録数
【計測方法】
アクセス数・施設登録数のカウント

【目標】
情報サイトのアクセス数・施設登録数
増加
【指標】
情報サイトのアクセス数・施設登録数
【計測方法】
アクセス数・施設登録数のカウント
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■沖縄
相談支援・情報提供

実施主体 活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム１～２年後 中間アウトカム３～４年後 目標アウトカム５年後

アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活動の結果 中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標
(あるべき姿)

県
２４時間対応可能ながん相談コールセンターの
設置

2014年までに県に１ヵ所設置され、専任の相談員が
2人配置されている。

拠点・支援病院

院内外のがん患者及びその家族並びに地域
の住民及び医療機関等からの相談等に対応す
る体制を整備

相談部署に、研修を受けたがん相談員が配置され
ており、講演会や印刷物等により地域住民向けの広
報活動が実施されている。

その他の医療機関
がん相談窓口についての周知と患者対応の充
実

勤務する連携担当者ががん相談窓口について情報
を持ち活用できる体制がある。

その他の医療機関
院内サロンの設置 県内の病・医院のうち30％が、院内の患者サロンを

設置もしくは、他院合同での院内サロンを設置して
いる。

その他の医療機関
連携担当者を配置し、拠点病院や専門病院等
との連携に努める。

県内の病・医院のうち50％が、担当者を１人以上配
置し、院外の協力体制を確保している。

ピアサポーター
がんに対する情報について積極的に共有、伝
達するための連絡会を実施する。

年１回ピアサポーター同士による連絡会が実施され
る。

企業
職場への産業保健スタッフを配置し、従業員の
健康管理システムづくりに努める。

がん相談を含む健康管理を行う専門部署が設置さ
れ、専任の担当者が２名配置されている。

県
がん相談員を対象とした研修会や、がん相談
支援マニュアルの企画・作成の推進

2013年９月までにがん相談員向けの沖縄県版マ
ニュアルが作成され、2014年３月までにがん相談員
を対象にマニュアルについての説明会が２回開催さ

県

がん相談支援センター専従の相談員の配置 ①2018年3月までに拠点病院・支援病院に常勤でか
つ専従の相談員が1人以上配置されている。
②2018年3月までに各支援病院に常勤相談員が最
低1人配置されている。

拠点・支援病院
地域の医療機関及び医療従事者等におけるが
ん医療の連携協力体制の事例に関する情報交
換会の実施

年6回の情報交換会(各拠点・支援病院１回ずつ）が
開催される。

専門医療機関
院内外のがん相談に携わる医療者向けの研修
会の実施及び、他機関との連携体制の強化

研修会が年４回開催される。

県
ピアサポート事業を行う患者支援団体への助
成金の交付

助成金の交付により安定した活動ができる。

県
患者サロン、勉強会など行う病院への助成金
の交付

助成金の交付により安定した活動ができ、患者サロ
ン設置数が交付前と比較して30％増加する。

患者団体
ピアサポートへの参画、ピアサポート事業を行
う。

ピアサポートに関する勉強会が実施される。

患者団体
患者会活動の定期的な実施とPR活動の充実 患者会活動の定期的な実施とPR活動の充実

県
県が統括相談支援センターを設置し、各地域
の患者会間の連携、推進に努め、沖縄県がん
患者会連合会との共催による講演会を開催す

センター設置の継続とがん患者支援に関する情報
発信の継続

県
がん情報サービスの活用について県民に広報
する、パンフレットの充実を図る。

2014年までに、がん情報サービスの活用方法につ
いてのパンフレットが作成され、配布される。

市町村
がん経験者支援、患者団体、患者・一般市民な
どの参加できる公開講座を企画・実施し、普及
啓発を図る。

年１回、市町村による公開講座が開催される。

県/拠点
「がん患者必携」の作成および配布し普及啓発
を図る。

2013年までに、各自治体/がん治療を行う医療機
関、がんに関連する施設等を通じて、2万部配布され
る。

拠点・支援病院
拠点病院における診療実績、専門医等をHPや
パンフレットなどで情報提供する。

2014年までに、全拠点・支援病院に各病院での診療
内容や相談窓口が記載されたＨＰとパンフレットを設
置される。

県
全国統一がん患者満足度調査 2014年までに県内拠点・支援病院を中心とする30箇

所の病・医院を通じ、300人を対象とした調査が実施
される。

県
県にがん対策専門部署を設置する。 2014年までにがん対策専門部署が設置され、がん

相談に関する情報が集約されている。

県
県による統括相談支援センターにおいて、各地
域のがん相談支援センター間の連携に努め
る。

2014年までに統括相談支援センターにおいて、各相
談支援センター間の連携により情報が集約される。

拠点・支援病院
相談内容の分析を行う。 2013年までに拠点・支援病院共通のがん相談統計

様式を導入し、2014年までに分析結果が公表され
る。

県/専門医療機関
「医療機能情報公表制度」より、県のHPで、各
医療機関のがん手術件数、化学療法及び緩和
ケアの実施の有無等について情報提供する。

2014年までに、県が定めた医療機関に関する一定
の情報が、適宜、県の担当部署へ報告されるよう義
務付ける。2014までに県のHPで情報が公開される。

がん医療、がん相談の現状を継続的に把握することがで
き、県民が自主的に情報を入手することができるように
なる。

拠点・支援病院
がん診療を行っている病院の医師対象の「セカンド
オピニオンに関するアンケート」調査後の分析をす
る。

「セカンドオピニオンに関するアンケート」調査が分析さ
れ、公表される。2014年までに、拠点・支援病院のセカンド
オピニオン紹介件数が、50%増加する。

セカンドオピニオンについて情報が提供され、希望する患者が
受診できる。

患者が希望したときにいつでも相談が可能になり、療養
生活の質の維持向上が図れる。

がん患者さんやその家族が、がん相談を希望すれ
ば、いつでもどこでも質の高いがん情報の提供や相
談が受けられ、よりよい治療法および療養場所を選

択することができる

2015年までに、県民の50%が相談窓口を知ってい
て、その80%ががんの悩みを解決でき、相談窓口で

の対応に満足している

指標
①相談支援窓口認知度

②患者満足度

測定方法
患者満足度調査、拠点・支援病院がん相談件数の

合算、分析

がん患者さんやその家族が、がん相談を希望すれ
ば、いつでもどこでも質の高いがん情報の提供や相
談が受けられ、よりよい治療法および療養場所を選

択することができる

2017年までに、県民の80%が相談窓口を知ってい
て、その80%ががんの悩みを解決でき、質の揃った
がん相談員が拠点病院、支援病院に配置されてい

る

指標
①相談支援窓口認知度

②患者満足度

測定方法
患者満足度調査、拠点・支援病院がん相談件数の

合算、分析

がん相談員の質の向上および相談員間で質の揃った対
応が可能となる。

患者のニーズに合った相談窓口の継続が確保でき、ピ
アサポートによる問題解決・情報交換の場が維持でき
る。

正しいがん情報の普及とがん相談窓口の認知度が向上
する。

がん医療とがん相談に関する現状を把握することがで
き、地域に不足している資源や課題について継続してモ
ニタリングできる。

1 ページ
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人材育成に関すること

実施主体 職種 活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム１～２年後 中間アウトカム３～４年後 目標アウトカム５年後
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活動の結果 中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

ピアサポーター
がんピアサポーターの育成と修了者に対してのフォ
ローアップ研修を行う。

2014年までにピアサポーター養成内容が標準化され、年２
回の研修会と年1回のフォローアップ研修会を実施する。

2017年までに100人がピアサポーター養
成講座を修了し、修了者の90％がフォ
ローアップ研修会に参加する。

専門行政担当者
行政担当者/がん政策に関する専門的な知識を持
ち、がん対策事業や関連機関のコーディネートを図
ることのできる行政担当者の育成

がん医療、社会状況、施策運営に関する、行政職向けの研
修会を年２回実施する。

産業医
労働者の健康管理や健康相談、またがん患者の就
労に関し対応できる産業医の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

労働衛生コンサルタン
がん医療に関し高度な専門知識をもつ労働衛生コ
ンサルタントの育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

産業保健師
労働者の健康管理や健康相談に加え、がん患者の
就労に関し対応できる産業保健師の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

栄養士
がんの治療療養中に生じる食生活の悩みや心配事
について対応できる栄養士の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

薬剤師
高度ながん専門知識を持つがん認定薬剤師の育成 2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施

する。

臨床心理士
がんに伴う精神心理的な苦痛に対し高度な専門知
識をもつ臨床心理士の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

医療ソーシャルワーカー
がん患者への就労問題に関し、十分な情報と相談
援助能力を持ち支援することができるＭＳＷの育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

看護師
がん治療と就労支援の観点を持ち看護にあたれる
看護師の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

医師
医療機関において産業医的な視点に立って、仕事
についてもアドバイスできる医師の育成

2014年までに研修内容が整備され、年１回の研修会を実施
する。

がん患者さんやその家族が,がん相談を希
望すれば、いつでもどこでも質の高いがん
情報の提供や相談が受けられ、よりよい治
療法および療養場所を選択することができ

る

2015年までに、県民の50%が相談窓口を
知っていて、その80%ががんの悩みを解決
でき、相談窓口での対応に満足している

指標
①相談支援窓口認知度

②患者満足度

測定方法
患者満足度調査、拠点・支援病院がん相

談件数の合算、分析

がん患者さんやその家族が相談を希望すれ
ば、いつでもどこでも質の高いがん情報の提供
や相談が受けられ、よりよい治療法および療養

場所を選択することができる

2017年までに、県民の80%が相談窓口を知って
いて、その80%ががんの悩みを解決でき、質の
揃ったがん相談員が拠点病院、支援病院に配

置されている

指標
①相談支援窓口認知度

②患者満足度

測定方法
患者満足度調査、拠点・支援病院がん相談件

数の合算、分析
県

各職種ごとに、がん医療に携わる今度の
専門知識をもった人材が育成され、対応
できるがん相談の内容が充実する。

3 ページ



■沖縄
3. がん登録

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変

化
目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

1
地域がん登録
に対する協力
要請の強化

県

1.地域がん登録の必要性について啓
発
2.医療機関へ地域がん登録に対する
協力要請の強化

沖縄県のがん罹患数、罹患率などの
把握ができ、Hos-CanRを使用した地
域がん登録の届出を行う事で届出票
作成の事務の省力化が図られ、届出
件数の増加に繋がる。

1.地域がん登録の啓発と届出促進の
ための説明会を年2回開催。
2.専門的ながん診療を行っている25
施設に対し、地域がん登録届出に対
する協力要請を行うとともに、Hos-
CanRを使用した地域がん登録の届出
を行うよう推奨する。

1.地域がん登録の啓発と届出促進の
ための説明会を確実に継続する。
2.がん診療を行っているすべての施設
に対し、地域がん登録届出に対する
協力要請を行うとともに、Hos-CanRを
使用した地域がん登録の届出を行う
よう推奨する。

2
がん登録実務
者の人材確
保・育成・交流

県、各医療
機関

1.質の高いがん登録を継続できるた
めの人材確保
2.実務者間のネットワークの強化

1.各医療機関で、質の高いがん登録
が行える実務者が増えることで、継続
して正確ながん登録データを作成する
ことができる。
2.実務者間のネットワークを強化する
ことで、がん登録の知識・技術の差が
縮まり、がん登録精度向上と正確なが
ん登録データを作成することができ
る。

1.専門的ながん診療を行っているとさ
れる25施設で、院内がん登録初級者
研修修了者を配置する。（人材確保）
2.院内がん登録実務者を対象に、院
内がん登録研修会を年4回開催する。
（人材育成）
3.地域がん登録事業担当者による、
地域がん登録精度向上のための研修
会を年に2回行う。（人材育成）
4.意見交換会を年に1回行う（実務者
交流）

1.がん診療を行っているすべての施設
で、院内がん登録初級者研修修了者
を配置する。（人材確保）
2.院内がん登録実務者を対象に、院
内がん登録研修会を継続する。（人材
育成）
3.地域がん登録事業担当者による、
地域がん登録精度向上のための研修
会を継続する。（人材育成）
4.院内がん登録実務者が常時意見交
換が行える体制が整う（実務者交流）

3
標準登録様式
の普及

各医療機関

標準登録様式に基づく院内がん登録
の促進

標準登録様式に基づく院内がん登録
を行う事により、統一した集計結果が
行えるようになり、各医療機関で比
較・分析が可能となる。

専門的ながん診療を行っているとされ
る25施設で、標準登録様式に基づく院
内がん登録が実施される

がん診療を行っているすべての施設
で、標準登録様式に基づく院内がん
登録が実施される

4
予後調査・生
存確認調査

県、各医療
機関の共同

予後調査方法の確立、体制整備、実
施

各医療機関で生存率の算定と、治療
成績の算定が行えるようになり、質の
高いがん医療が提供できる。

1.過去予後調査を行った医療機関に
意見を聞き、予後調査を行うに当たっ
ての問題点・改善策を洗い出す。
2.沖縄県の地域がん登録情報から各
医療機関に死亡情報を提供する体制
を整える。

1.出てきた問題点・改善策を基に、沖
縄県内で統一した予後調査が確立で
きる。
2.沖縄県の地域がん登録情報から各
医療機関に死亡情報を随時提供す
る。

5 法制・条例化 国、県

1.専門的ながん診療施設および、標
準的ながん診療施設に対し院内がん
登録を基にした地域がん登録の届出
を法制化・条例化
2.予後調査のための死亡票利用の制
度化。

沖縄県のすべてのがん罹患数、罹患
率、治療結果などの把握

2014年までに専門的ながん診療施設
および、標準的ながん診療施設に対
し院内がん登録を基にした地域がん
登録の届出を法制化・条例化

2016年までに予後調査のための死亡
票利用の制度化。

6
地域がん登録
データの活用

県

1.地域がん登録の最新の集計・分析
結果が見れる

1.沖縄県のがん対策のための基礎資
料となる。
2.希望する形でがん登録情報が手に
入ることで、医療従事者だけでなく
様々な立場や分野の人に活用され
る。

1.2014年3月までに地域がん登録の報
告書を罹患集計確定年次の3年後以
内に作成し、国民、患者、医療従事
者、行政担当者、研究者等に届く
2.地域がん登録情報の開示方法を改
定する。

2016年3月までに地域がん登録の報
告書を罹患集計確定年次の2年後以
内に作成し、国民、患者、医療従事
者、行政担当者、研究者等に届く

7
院内がん登録
データの活用

各医療機関

院内がん登録の最新の集計・分析結
果が見れる

1.標準登録様式に基づいた院内がん
登録情報のため、地域がん登録に比
べより詳細ながん登録情報を提供す
ることができ、医療従事者・研究者等

2014年3月までに、罹患集計確定年次
の3年後以内に拠点病院および支援
病院の最新の院内がん登録情報が
公開される

2014年3月までに、罹患集計確定年次
の2年後以内に拠点病院および支援
病院の最新の院内がん登録情報が
公開される

8
がん登録デー
タの収集・分
析

県拠点病院

データ収集の協力体制の強化 1.県拠点病院として、各医療施設の集
計・分析・解析結果を返すことで、その
データを利用し各施設の医療の質の
向上に繋がる。

専門的ながん診療を行っている25施
設の院内がん登録データを収集体制
を整える。

専門的ながん診療を行っている25施
設の院内がん登録データを集計し、分
析する。

9
組み合せによ
るデータ活用

県

がん登録データと検診データとの組み
合わせにより、より詳細に分析する

1.組み合わせて集計・分析すること
で、早期発見による治療結果が明確
になる。
2.がん種毎に検診率・治療効果がわ
かることで、効率よく国の予算を振り
分けることができる。

検診を行っている全てのがん種にお
いて、がん登録データと検診データの
組み合わせて集計できるよう体制を
整える。

検診を行っている全てのがん種にお
いて、がん登録データと検診データを
組み合わせ集計・分析を行う。

10
がん登録デー
タの提供

県、各医療
機関の共同

県民や患者へのがん登録情報の提
供体制の強化を図る

県民、患者のがんに対する知識や治
療方法の選択に繋がる。

県民や患者によりよい情報公開の意
見交換を行う。

県民や患者が見ても分かる集計結果
を作成し、沖縄県協議会HPにて公開

がん対策の計画をするため、正確な
基礎データ（罹患数、罹患率、生存

率、治療効果等）を把握する。

がん登録データが県民、患者、医療
従事者、行政担当者、研究者等に活

用される。
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■沖縄
がん早期発見

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変

化
目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

1 県

1.民間企業・団体や患者団体との連
携による官民一体となった受診啓発

1.がん検診企業アクションを活用し、
県内職域でのがん検診に関する普及
啓発と受診率向上が進んでいる。
2.県内メディアをと連携し、がん検診に
関する普及啓発と県民の理解が進ん
でいる。
3.県内団体や患者団体と連携し、パン
フレットやリーフレット、講演会の開催
が進んでいる。

1.科学的根拠に基づき県内で実施さ
れているがん検診の県内受診率が、
30％以上となる

1.科学的根拠に基づき県内で実施さ
れているがん検診の受診率が、40％
以上となる。

市町村

1.受診対象者の把握と、コール・リコー
ルシステムを含む受診勧奨体制の整
備
2.県に多い子宮頸がんなど、女性特
有のがん検診推進事業の実施
3.県との連携による、がん検診費用の
一部助成

１．全ての市町村で、その受診対象者
の把握と、コール・リコールシステムを
含む受診勧奨が行われている。
2.全ての市町村において、県に多い子
宮頸がんなど、女性特有のがん検診
事業が実施されている。
3.全ての市町村において、科学的根
拠があるとされるがん検診について、
何らかの形でがん検診費用の一部助
成制度が設置されている。

１．受診対象者の把握と、コール・リ
コールシステムを含む受診勧奨が行
われている市町村の数が、3分の１以
上となる。
2.県に多い子宮頸がんなど、女性特
有のがん検診事業が実施されている
市町村の数が、3分の１以上となる。
3.科学的根拠があるとされるがん検診
について、何らかの形でがん検診費
用の一部助成制度が設置されている
市町村の数が、3分の１以上となる。

１．受診対象者の把握と、コール・リ
コールシステムを含む受診勧奨が行
われている市町村の数が、２分の１以
上となる。
2.県に多い子宮頸がんなど、女性特
有のがん検診事業が実施されている
市町村の数が、２分の１以上となる。
3.科学的根拠があるとされるがん検診
について、何らかの形でがん検診費
用の一部助成制度が設置されている
市町村の数が、２分の１以上となる。

医療機関

1.がん検診実施医療機関における、
がん検診を受診しやすい環境の整備
2.医師会との協力による、医療機関受
診患者に対するがん検診の受診勧奨
の実施。

1.全ての市町村で、休日または夜間に
がん検診を受診できるがん検診実施
医療機関が一つ以上整備されてい
る。
2.全ての市町村で、がん検診を受診
する子育て中の女性を対象とする託
児施設等が一つ以上指定されてい
る。
3.全ての医療機関や診療所で、がん
検診に関するリーフレットやパンフレッ
トが設置され、医師による医療機関受
診者に対するがん検診受診勧奨が行
われている。

1.休日または夜間にがん検診を受診
できるがん検診実施医療機関が一つ
以上整備されている市町村が３分の１
以上となる。
2.がん検診を受診する子育て中の女
性を対象とする託児施設等が一つ以
上指定されている市町村が３分の１以
上となる。
3.がん検診に関するリーフレットやパ
ンフレットが設置され、医師による医
療機関受診者に対するがん検診受診
勧奨が行われている医療機関や診療
所の数が３分の１以上となる。

1.休日または夜間にがん検診を受診
できるがん検診実施医療機関が一つ
以上整備されている市町村が２分の１
以上となる。
2.がん検診を受診する子育て中の女
性を対象とする託児施設等が一つ以
上指定されている市町村が２分の１以
上となる。
3.がん検診に関するリーフレットやパ
ンフレットが設置され、医師による医
療機関受診者に対するがん検診受診
勧奨が行われている医療機関や診療
所の数が２分の１以上となる。

2
科学的根拠に
基づいたがん
検診の実施

県、市町
村、医療機
関

1.県生活習慣病検診協議会との連携
による、がん検診の対象となる検診項
目の決定

1.科学的根拠に基づくがん検診の対
象となる検診項目が検討・決定される
仕組みができている。

1.科学的根拠に基づくがん検診の対
象となる検診項目について、県及び県
生活習慣病検診協議会による検討が
着手されている。

1.科学的根拠に基づくがん検診の対
象となる項目が決定され、その評価を
行う仕組みの構築が着手されている。

県内全ての市町村において、科学的
根拠に基づいたがん検診が実施され

る

3
がん検診精度
管理体制の向
上

県、市町
村、医療機
関

1.県生活習慣病検診協議会との連携
による、がん検診精度管理の向上

1.がん検診の精度管理に関する適切
な指標が設定され、その指標が継続
的にモニタリングされている。
2.がん検診の精度管理に関する講習
会が、適切な回数実施されている。

1.がん検診の精度管理に関する技術・
体制的指標（検診実施機関の体制確
保）、及びプロセス指標（要精検率、精
検受診率、陽性反応的中度など）が
設定され、モニタリングが開始される。
２．がん検診の精度管理に関する講
習会が、適切な回数実施されている。

1.がん検診の精度管理に関する技術・
体制的指標及びプロセス指標の向上
がみられる。
2.がん検診の精度管理にkんする講習
会を受講した検診関係医療者の割合
が増加する。

県内の全ての市町村において、がん
検診に関する適切な精度管理が行わ

れている。

5年以内に、県内のがん検診受診率を
50％以上とする

がん検診受診
率の向上
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事業項目：教育/普及啓発 2012/4/20現在

１～２年後 ３～４年後 ５年後

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変

化
目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

一般教員 がんの知識に関する教育研修の積極的参加 全教員の方が研修会へ出席する
学生および指導者を含む学校関係者
の方が、がんに関する知識の向上

小児がんの子どもたちのいじめに対する教育と指導
全教員の方が年1回、小児がんの子ど
もたちのいじめに対する教育と指導の
研修会へ出席する

小児がんの子供における、介入が行
われる（探索的介入も可）。

親ががんになっている子供へのケアと教育
全教員の方が年1回、親ががんになっ
ている子供へのケアと教育の研修会
へ出席する

親ががんである子供における、介入が
行われる（探索的介入も可）。

養護教員 がんの知識に関する教育研修の積極的参加 全教員の方が研修会へ出席する

がんの基本的知識を得ることにより、
学校教育におけるがん教育の重要性
を理解し、指導的立場となること意識
を確立する。

小児がんの子どもたちのいじめに対する教育と指導
全教員の方が年1回、小児がんの子ど
もたちのいじめに対する教育と指導の
研修会へ出席する

親ががんになっている子供へのケアと教育
全教員の方が年1回、親ががんになっ
ている子供へのケアと教育の研修会
へ出席する

学校長
喫煙防止対策の推進、がんの知識に関する研修会
への積極的参加

各学校での校内での喫煙を防止のた
めの取り組みとして、生活指導の
チェック項目に追加と喫煙防止の強化
月間を取り決める/禁煙サポート体制
の構築。がんに関する研修会に定期
的に参加する。

校内での喫煙率が0％となる。がんの
基本的知識を得ることにより、学校教
育におけるがん教育の重要性を理解
し、一般教員と養護教員が行う介入が
すむーすとなるように職場環境の整備
の改善を行う。

小学生に対するがん教育の推進

市町村が配布する小学生向けのがん
に関する資料を沖縄県教育委員会な
らび沖縄県がん連携協議会監修とす
る。作成費の50%を沖縄県が負担す
る。

がんに関する教育研修の実施
平成25年より学校教員向けのがんに
関する研修会を沖縄県がん連携協議
会と共催する。

喫煙防止対策の推進
喫煙率調査の実施/各学校への禁煙
サポート体制の構築および禁煙普及
啓発のためのポスターなどの配布

校内での喫煙率が0％となる

がん情報発信のネットワークの構築
平成25年度中に、沖縄県がん連携協
議会のHPとリンク（中学生も同様）

市町村 小学生向けのがんに関する資料の配布
平成25年度中に、沖縄県教育委員
会、沖縄県がん連携協議会監修の資
料作成、配布

個別

連合

中学生 □太枠と同じ+ がん治療に関わる医療者をまねいた講演会の開催
年に1回各学校でがんに関する講演
会を開催し、全職員および全学生が聴
講する

中高生に対する゛かん啓発ポスターコンテストおよ
びアンケートの実施

①離島圏を含む中高生を対象とした
ポスターコンテストの実施
②アンケート調査(基本的な語彙を
知っているか)100名(中学生50/高校
生50) (離島圏を含めた全ての中高等
学校へ依頼する　226校(中学161/高
校65)

学生のがんに関する知識・関心が向
上する

平成28年度までに、学校、教育委員会、生
徒、親におけるがんの正確な知識の共有
が芽生えていること、かつ、教育現場、教
育委員会と家庭、生徒間にサポート体制

が50%の小学校に構築されている。

5年後に一般市民ががんに関する基
本的な知識を持ち、がんになった時に
適切な判断、行動をすることができる

【指標】
講演会参加者数

がん知識理解度アンケート
講演会満足度調査
コンテスト応募率

市町村別検診受診率

心のケアの指導が可能となり、がんに
関連したいじめ問題や学生からの健
康問題に関する相談に対応できる

教育委員会

PTA

小学生

県教育
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活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変

化
目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

高校生 □太枠と同じ+ がん治療に関わる医療者をまねいた講演会の開催
年に1回各学校でがんに関する講演
会を開催し、全職員および全学生が聴
講する

県立高校入試試験への保健に関する試験問題の導
平成30年より保健に関するがんに関
する問題（10％）出題される

がん教育のカリキュラムの導入と強化
平成26年度から公私立高校の保健体
育へのカリキュラムへ、がんについて
の教育を導入する

中高生に対する゛かん啓発ポスターコンテストおよ
びアンケートの実施

①離島圏を含む中高生を対象とした
ポスターコンテストの実施（沖縄県、沖
縄県がん連携協議会共催）
②アンケート調査(基本的な語彙を
知っているか)100名(中学生50/高校
生50) (離島圏を含めた全ての中高等
学校へ依頼する　226校(中学161/高
校65)

学生のがんに関する知識・関心が向
上する

高校生に対する健康教育に関する副教材の作成
平成２５年までに副教材を沖縄県教育
委員会、沖縄県がん連携協議会監修
の資料作成、配布する。

学生のがんに関する知識・関心が向
上する

がんに関する副教材の配布と普及活動
平成２６年までに全学校にて授業での
活用する体制が整う

 高校PTA向け講演会の開催とアンケート調査 ①私立高校での講演会開催1万人/2
年間、②アンケート調査を行う　1年間
で私立高校4校にて講演

学校教育へがんに関する教育の導
入、校内での自主的がん講演会の開
催(学生向け、PTA向けの定期開催)

大学生等 がん治療に関わる医療者のまねいた講演会の開催
沖縄県、沖縄県がん連携協議会共催
（主催：各大学）で、平成25年度から開
始する。２年に1度の開催とする。

経営者 がん検診促進のための普及啓発
がん検診に関する講演会を沖縄県後
援で行う。

産業医または産業保健師の雇用の推進 就労支援/社会問題解決項目に記載

雇用者 がん検診促進のための普及啓発
がん検診に関する講演会を沖縄県後
援で行う。

定期的ながん情報発信のネットワークの構築

マスコミを対象としたメディアセミナーを開催する 年に4回実施し、　5年間で目標参加者
数　600人参加する

 正しい情報提供のための連載記事の依頼
例①検診体験記事
②市町村別の検診率の比較等の客観データ記事

報道回数　新聞4社　32回/2年
テレビ局4社　32回/2年
ラジオ局4社　32回/2年

がんに関する市民公開講座の開催

参加者 ：2年後まで「に1000名がん参
加する。
アンケート調査の実施

がんに関する専門家の一般向け講演会の講師リス
トの作成と公表

①平成○年○月までに専門的および
標準的医療機関(25施設)へアンケート
調査の更新の依頼をかける　②平成
○年○月リストの公開(市町村担当者
への手紙、各病院・協議会のHP更新)

専門的な病院におけるがん種ごとの担当医リストの
作成と公表

①平成○年○月までに専門的および
標準的医療機関(25施設)へアンケート
調査の更新の依頼をかける　②平成
○年○月がん種ごとの担当医の公開
(市町村担当者への手紙、各病院・協
議会のHP)

その他高齢者/主婦/無職の方など

平成28年度までに、メディア、教育機関、
各自治体、企業を通じて、一般市民ががん
についての正しい知識を得られるような環

境整備が整っている

【指標】
講演会参加者数

がん知識理解度アンケート
講演会満足度調査
コンテスト応募率

市町村別検診受診率

5年後に一般市民ががんに関する基
本的な知識を持ち、がんになった時に
適切な判断、行動をすることができる

【指標】
講演会参加者数

がん知識理解度アンケート
講演会満足度調査
コンテスト応募率

市町村別検診受診率

職場検診受診率の向上/社員の70％
ががん検診を受信している

県民が定期的ながん情報を得ること
が可能となる

各市町村主催の市民公開講座の開催
により、がん検診率が50％向上する

一般企業

マスメディア

教育
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■沖縄
.就労支援・社会問題解決

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム（１～２年後） 中間アウトカム（３～４年後） 目標アウトカム（５年後）
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活動の結果 中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

県
本人・家族・産業保健スタッフとの連携により、
医療と就労について、システムづくりのための
専門部署を設置。

2014年までにがん対策専門部署が設置され
る、患者・家族・産業保健スタッフ・医療スタッ
フが委員として配置される。

県
がん患者の就労に関する実態調査の実施。 2014年までに企業と医療機関を通じ、がん患

者の就労状況に関する実態調査が行われ、
県の専門部署へ報告がされる。

県

企業や医療機関に対し、就労とがん医療に関
する研修会の実施。

年２回実施し、県内企業の80％が研修会に参
加する。

がん患者の就労支援に対する現状を継続的
に把握することができ、地域に不足している資
源や課題に対して対策が講じられる。

県
障害者雇用率の算定に含める等、法的整備
の見直し

2014年までに障害者雇用率の見直しがされ、
見直し修正案が提出される。

県
がん患者を雇用する企業に対して、補助金・
支援金を支給する

2014年までに、補助金・支援金のための予算
が確保される。

県
雇用者が25名以上いる企業に対し、産業医ま
たは労働衛生コンサルタントとの契約体制を
勧奨し、契約に関し補助金を支給する。

雇用者が25名以上いる企業の50％が産業医
または労働衛生コンサルタントとの委託契約
がある。

労働者が産業医または労働衛生コンサルタン
トへのアクセスがしやすくなり、適切な就労支
援が受けられる。

市町村
がん医療と就労支援について理解を進めるた
め公開講座を企画・実施し、普及啓発活動を
図る

年１回、市町村による市民公開講座の開催。 がん医療と就労支援に関する正しい情報の普
及と相談窓口の周知がされる。

企業
職場への産業保健スタッフを配置し、従業員
の健康管理と、継続就労・復職に関する相談
部門の設置

がん相談を含む健康管理を行う専門部署が設
置され、専任の担当者が２名配置されている。

がん患者および家族の復職・継続就労・新規
就労ができるよう相談支援体制が整ってい
る。

企業
・職員への研修や勉強会の実施 年1回医療または産業保健スタッフによる勉強

会を実施する。
がん医療と就労支援に関する正しい情報の普
及と相談窓口の周知がされる。

拠点・支援病院
医師・看護師・ＭＳＷ・医事・臨床心理士との
連携体制を強化する。月１回程度の定期的な
職種カンファレンスの実施

医師・看護師・ＭＳＷ・医事・臨床心理士等に
よる異職種カンファレンスの実施

その他の医療機関
連携担当者を配置し、拠点病院や専門病院等
との連携に努める。

県内の病医院のうち50％が、担当者を１人以
上配置し、院外の協力体制を確保している。

がん患者とその家族が就労により経済的不安
が軽減し、療養生活の質の維持向上が図られ

ることで、生きる活力を持つことができる。
　2017年までに、診断時に就労していがん患
者のうち50％が雇用継続を達成し、離職した
患者とその家族のうち80％が再雇用できた。

指標
①がん患者就労率
②がん患者離職率

測定方法
就労率調査・分析

がん患者とその家族が就労により経済的不安
が軽減し、療養生活の質の維持向上が図られ

ることで、生きる活力を持つことができる。
2015年までに、診断時に就労していがん患者
のうち50％が雇用継続を達成する。離職した
患者とその家族のうち80％が再雇用できた。

指標
①がん患者就労率
②がん患者離職率

測定方法
就労率調査・分析

医療機関における就労に関する相談支援体
制の充実がはかられる。

がん患者と家族の就業実態と情報ニーズ、就
業の阻害要因が把握することができ、地域に
不足している資源や課題に対して対策が講じ
られる。

がん患者および家族の復職・継続就労・新規
就労ができる支援制度が整う。

10-13：沖縄_就労社会問題解決.xls/ 就労支援と社会問題解決
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■沖縄
希少がん

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
役割分担 アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的

な変化
目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

県拠点
病院

大学病院のキャンサーボードへ他施
設からも参加可能にする。

多くの医療従事者の希少がん（標準
治療以外の治療）に関する知識が向
上する。

県拠点
病院

希少がんの治療対応施設リストを作
成する。

迅速に希少がんの専門病院で治療を
受けることが出来る

県 沖縄県民が県外でがん診療を受ける
にあたって、必要な宿泊施設の支援を
行う。

沖縄県民が県外がん診療を受けるに
あたって必要な経済的な負担が軽減
する

【目標】
希少がんの死亡率の減少
【指標】
希少がん５年生存率
【計測方法】
予後調査

10-14：沖縄_希少がん.xls/ 2. 戦略的ロジックを組み立てる
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■沖縄
離島がん

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
役割分担 アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活

動の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

県 離島の在宅医療ネットワークを構築す
る（浦添市医師会モデル）。

離島の在宅主治医を紹介するととも
に、質の高い在宅医療をがん患者に
提供することが出来る

県 離島地域に居住する県民が離島地域
以外でがん診療を受けるにあたって、
必要な宿泊施設の支援を行う。

離島に居住する県民が離島地域以外
でがん診療を受けるにあたって必要な
経済的な負担が軽減する

県 ２４時間コールセンターを設置する。 離島など居住する地域に関わらず、
等しくがん医療や療養生活に関する
適切な情報が得られる。

県 離島医師の確保のための施策を検討
する。

離島に勤務する医師が確実に定着す
る。

【目標】
離島でのがん医療格差がなくなる（情
報格差、経済的負担の格差）
【指標】
離島でのセカンドオピニオン率
（欲しい“情報”や“セカンドオピニオ
ン”にたどり着く）
【計測方法】
離島の医療機関へのセカンドオピニオ
ン調査

【目標】

【指標】

【計測方法】

【目標】

【指標】

【計測方法】

10-15：沖縄_離島がん.xls/ 2. 戦略的ロジックを組み立てる
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■沖縄
医療の質評価センター

活動 結果(アウトプット) 初期アウトカム 中間アウトカム 目標アウトカム
アウトプットをもたらす活動の内容 アウトカムをもたらすために期待される活動

の結果
中間アウトカム達成に資する初期的な変化 目標アウトカムに資する中間的な変化 達成すべき目標

(あるべき姿)

1 各医療機関
がん医療の質の評価を行うためＱＩの
測定を行う

拠点病院および支援病院でＱＩの測定
を行う

専門的ながん診療を行っている25施
設でＱＩの測定を行う

2
県、各医療
機関の共同

ＱＩの評価・分析を行い、県全体のが
ん医療の質を公表する

拠点病院のＱＩの評価・分析を行い、
公表する

拠点病院および支援病院でＱＩの評
価・分析を行い、公表する

がん医療の質を評価し、がん医療の
質が向上する

10-16：医療の質評価センター.xlsx/ 2. 戦略的ロジックを組み立てる
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